
別記様式

物品等の名称及び 営繕積算システム（２３）積算単価等保守業務
数量

契約担当官等の氏 支出負担行為担当官　関東地方整備局長　藤巻　浩之
名並びに所属する 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１
部局の名称及び
所在地
契約締結日 令和6年2月29日

契約の相手方の 一般財団法人建築コスト管理システム研究所
氏名及び住所 東京都港区西新橋３－２５－３３

契約金額
（消費税及び地方 ７，５１３，０００円（税込み）
消費税含む）
予定価格
（消費税及び地方 ７，６５６，０００円（税込み）
消費税含む）

随意契約によるこ
ととした理由

　　　備　　　　　考 会計法２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに
　　　　備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
　　２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

随意契約結果書

　本業務は、関東地方整備局が発注する営繕工事の工事費積算に使用する営繕積
算システムＲＩＢＣ（以下、「ＲＩＢＣ」という。）専用の積算単価作成に必要と
なる、運用歩掛り及び資材データの整理や運用歩掛りの作成等の保守を、積算基
準等に基づく標準歩掛りデータ等と連携し一体的に行うものである。
ＲＩＢＣは、（一財）建築コスト管理システム研究所が開発し、公共建築工事積
算基準等に基づき予定価格を算出できるシステムとして、国土交通省、都道府県
及び政令指定都市等の多くの公共発注機関で、営繕工事の工事費積算に活用され
ることとなり、当局においても本省通知により活用しているところである。
ＲＩＢＣの利用にあたっては、同研究所にて一体的に整備・保守（コード付与
等含む）が行われた最新のシステムと積算基準の改定に対応した標準歩掛りデー
タ等が提供されたものを利用するため、毎年度賃貸借に係る契約を締結している。
このことから、標準歩掛りデータ等と連携し一体的に行う本件業務は、開発者
であり同システムを保有している（一財）建築コスト管理システム研究所しか行
うことができないため、随意契約を行うものである。


